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特区民泊施設に対する営業実態調査結果 

 

１ 調査概要 

   大阪市では、民泊事業に伴う周辺住民の生活環境への影響に対応するため、民泊施設に対す

る指導の強化を目的とした、民泊の適正化を図るための「迷惑民泊根絶チーム」を令和７年 11

月に立ち上げ、市内の全特区民泊施設を対象に営業実態調査を実施しました。 

 

２ 調査対象 

   令和７年 10月末現在で特区民泊の認定を受けている施設：計 7,312施設 

 

３ 調査期間 

   令和７年 11月 26日から 12月 26日まで（最終集計日：令和８年１月 31日） 

 

４ 調査手法 

   調査票を郵送し、大阪市行政オンラインシステム等※により回答 

    ※大阪市行政オンラインシステム、メール、郵送、ＦＡＸ等 

 

５ 回答状況 

   回答施設数：5,824施設（廃止施設 312施設を含む） 

   回答率：79.6％ 

 

６ 主な調査項目の集計結果 

Ｑ１ 昨年度（2024年４月１日～2025年３月 31日）の施設の稼働日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 約半数の施設が住宅宿泊事業（営業日数 180 日以下）へ移行することができない、180 日

を超えて営業している旨の回答があった。 
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Ｑ５. 施設への駆けつけ体制 

について 

 ９割を超える施設が概ね 30 分以内に駆け付け

可能であった一方、４割程度の施設が本市ガイド

ラインで求めている概ね 10 分以内に駆け付け可

能と回答があった。 

 約９割の施設が予約時にメールやＳＮＳに

よる注意喚起を行っていた一方、約４割の施設

が鍵の受け渡し時に滞在者へ直接注意喚起を

行っている旨の回答があった。 

 ほぼ全ての施設が自社または運営代行委託に

より 24時間対応可能な苦情窓口を設けている旨

の回答があった。 

 半数を超える施設がメール・ＳＮＳによる非

対面の対応を行っており、４割程度の施設がす

ぐに施設へ駆け付けると回答があった。 
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Ｑ10. 昨年度（2024年４月１日～2025年３月 31日）の苦情受付状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ８. 近隣住民から苦情が寄せら 

れた場合の対応記録 
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 苦情が寄せられたことがある施設のうち、約９割の施設が対応記録及び対応状況の報告を行ってい

る旨の回答があった。また、両者の対応に係る割合はほぼ同様であった。 

 概ね４％～７％の施設がそれぞれの苦情が寄せられている旨の回答があり、苦情実績がない施設が

大多数であった。 
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Ｑ11. 滞在者名簿を３年間保存していますか？      Ｑ12. 施設前に苦情担当者及び連絡先を 

（事業期間が３年未満の場合は事業開始以降）          記した標識を掲示していますか？ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 今後の対応 

   今回の調査結果及びこれまでに保健所へ寄せられた苦情等を分析して優先的に監視指導を

実施する「重点監視施設」を抽出し、順次監視指導を実施します。 
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 概ね全ての施設が滞在者名簿の保存及び標識の掲示について、適切に対応している旨の回答があっ

た。 


